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男性の育休取得を応援する制度本格始動
CHINTAIは多様な働き方の実現を目指します

2022年9月30日
株式会社CHINTAI

お部屋探しのリーディングカンパニー 株式会社CHINTAI（本社：東京都港区 代表取締役会長兼社長 佐藤茂
以下CHINTAI）は、多様な働き方の実現を目指す取り組みの一環として、男性の育休取得を応援するファミリーエ
クスペリエンス制度を2022年度5月よりスタートさせました。

多様な働き方の実現を目指す

CHINTAIでは、従業員が自分らしく働き続けてもらうために、多様な働き方の実現に向けて様々な取り組みを
行っています。一例として、育児中の社員がライフスタイルに合わせて、勤務時間を選択できる「勤務時間変更制
度」、ベビーシッター割引券などが利用できる「ベビーシッター補助制度」などがあげられます。（制度詳細は、多
様な働き方のための取り組み事例をご参照ください）また、全社員が在宅勤務を活用しており、誰もがフレキシブ
ルな働き方が可能となっています。これらの制度の影響もあり、CHINTAIでは、女性の育休取得率、産休育休か
らの復職率が100％という結果となっています。2022年4月1日からの育児・介護休業法の改正が3段階に分けて
施行されることを受け、CHINTAIでは2022年5月より男性育休取得を応援する新たな取り組みとして「ファミリーエ
クスペリエンス制度」を制定いたしました。

ファミリーエクスペリエンス制度について

「家族での時間や体験をより豊かにしてほしい」という想いのもとこちらの制度がスタートしました。そのため、
CHINTAIに所属している男性社員（パパ）だけではなく、女性社員の場合、CHINTAI社員ではない夫（パパ）が一
定期間の育休を取得した場合に、活用できることが大きな特徴となっています。
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人事担当者 福崎奈穂子（ふくざき なほこ）よりコメント

「育休取得をきっかけに、家族で過ごす時間をより豊かなものにしてほしい」そのような想いから、本制度は
スタートしました。弊社では女性社員の育休取得率および復帰率は100％ですが、男性社員の育休取得率はま
だまだ低い現状があります。育休取得の障壁となっている理由を、男性社員にヒアリングした結果、「収入減」と
「仕事が滞る」ことを不安視する声が見受けられました。私自身も出産・育休を経験し働いていますが、当時、夫
は育休を取得していなかったため、1人で子どもと向き合う時間が必然的に多くなっていました。初めての育児と
いうこともあり、試行錯誤の毎日でした。日々成長を重ねていく子どもと過ごす時間は充実していた反面、成長の
瞬間をもっと家族で共有できたら、さらに嬉しいのにという気持ちも抱いていました。

これらの経験を通して、自社の男性社員の育休取得率を上げるということのみならず、男女関係なく子育てを
する社員の人生をもっと豊かにできるのではないかと考えた結果、この制度が生まれました。本制度をきっかけ
に、あたりまえに育休を取得できる文化が根付くことで、本人だけではなく、周囲も仕事の仕組化を考える機会と
なり、組織強化につながっていくと考えています。今後も社員がライフステージや価値観に合わせて、自分らしく
働き続けられる環境づくりに取り組んでいきたいと思います。

多様な働き方のための取り組み事例

男性も女性も
柔軟に

働けるのです！

▼株式会社CHINTAI
https://www.chintai.jp/?utm_source=public_relations&utm_medium=press_release&utm_campaign=PR 
お部屋探しのリーディングブランド。
「住まい」「お部屋」をベースに暮らしを豊かにするための様々なメディアを運営。

【メディアからのお問合せ先】
株式会社CHINTAI 広報室 大石

MAIL：koho@chintai.co.jp
※休日のお問合せに対するご返答は翌営業日以降となります。ご了承ください。
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